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レクリエーションの森歩道改修工事 
                                                     

                   特  記  仕  様  書  

                                                    

  第１条 治山工事仕様書の適用 
本工事の施工にあたっては、「森林整備保全事業工事標準仕様書」及び「治山
工事共通特記仕様書」に基づき実施しなければならない。 

  
  第２条 高度技術・創意工夫・社会性等に関する実施状況の提出について 

高度技術・創意工夫・社会性等に関する実施状況について、所定の様式により
提出することができる。 

      
  第３条 保険の付保及び事故の補償 

 
１．受注者は、雇用保険法、労働者災害補償保険法、健康保険法及び中小企業退                

職金共済法の規定により、雇用者等の雇用状態に応じ、雇用者等を被保険者とす   
るこれらの保険に加入しなければならない。  

２．受注者は、雇用者等の業務に関して生じた負傷、疾病、死亡及びその他の事故
に対して責任を持って適正な補償をしなければならない。 

３．受注者は、建設業退職金共済制度又は林業退職金共済制度に加入し、その発注 
   者用掛金収納 書を工事請負契約締結後原則１箇月以内に、発注者に提出しなけ 
  ればならない。 
   ただし、受注者が中小企業退職金制度に加入しており、被共済者が業務に従事 

 する場合においては、発注者用掛金収納書に代えて、中小企業退職金共済事業本 
部が発行する加入証明書を発注者に提出するものとする。 

       ４．森林整備保全事業工事標準仕様書１-１-１-47「保険の付保及び事故の補償」第５
項については、以下のとおり読み替えることとする。 

 

         受注者は、建設業退職金共済制度に該当する場合は同制度に加入し、その
掛金収納書発注者用）を工事請負契約締結後原則１カ月以内（電子申請方式
による場合にあっては、工事請負契約締結後原則 40 日以内）に、発注者に提
出しなければならない。 
また、受注者は、建設業退職金共済制度について、建設キャリアアップシ     

ステムの活用等により技能労働者等の就労状況を適切に把握し、これに基づ
く履行状況について、工事完成後、速やかに掛金充当実績総括表を作成し、
検査職員に提示しなければなら    ない。 

 

 

  第４条 遠隔地からの建設資材調達に係る設計変更について 
    次の資材については、以下の調達地域等から調達することを想定しているが、

安定的な確保を図るために、当該調達地域等以外から調達せざるを得ない場合に
は、事前に監督職員と協議するものとする。また、購入費用及び輸送費等に要し
た費用について、証明書類（実際の取引伝票）を監督職員に提出するものとし、
その費用について設計変更することとする。 

 
 
 



 

資 材 名 規 格 調達地域等 
   

   

 

第５条 地域外からの労働者確保に要する間接費の設計変更について 
       １．本工事は、「共通仮設費のうち営繕費」及び「現場管理費のうち労務管理

費」の下記に示す費用（以下「実績変更対象費」という。）について、工事実
施にあたって不足する技術者や技能者を広域的に確保せざるを得ない場合も考
えられることから、契約締結後、労働者確保に要する方策に変更が生じ、森林
整備保全事業設計積算要領に基づく金額相当では適正な工事の実施が困難にな
った場合は、実績変更対象費の支出実績を踏まえて最終精算変更時点で設計変
更する試行工事である。 

     営 繕 費  ： 労働者送迎費、宿泊費、借上費 
（宿泊費、借上費については、労務者確保に係るものに限る。） 

 労務管理費 ： 募集及び解散に要する費用、賃金以外の食事、通勤等に要す 
る費用 
２．発注者は、当初契約締結後、予定価格に対する実績変更対象費の割合を受注 
 者に提示するものとする。 

３．受注者は、当初契約締結後、前条で示された割合を参考にして実績変更対象 
費に係る費用の内訳を記載した実施計画書（様式１）を作成し監督職員に提出 
するものとする。 

４．最終精算変更時点において、実績変更対象費の支出実績を踏まえて設計変更 
する場合、受注者は、変更実施計画書（様式２）及び実績変更対象費として実
際に支払った全ての証明書類（領収書、領収書を取得できないものは金額の適
切性を証明する金額計算書など。） 
を監督職員に提出し、設計変更の内容について協議するものとする。 

５．受注者の責めによる工事工程の遅れ等受注者の責めに帰すべき事由による増 
  加費用については、設計変更の対象としない。 
６．実績変更対象費の支出実績を踏まえて設計変更する場合、共通仮設費率分

は、森林整備保全事業設計積算要領に基づく算出額から実施計画書（様式１）
に記載された共通仮設費の計上額を差し引いた後、証明書類において確認され
た費用を加算して算出する。また、現場管理費は、森林整備保全事業設計積算
要領に基づく算出額から実施計画書（様式１） 
に記載された現場管理費の合計額を差し引いた後、証明書類において確認され 
た費用を加算して算出する。 

７．受注者から提出された資料に虚偽の申告があった場合については、法的措置 
 及び指名停止等の措置を行う場合がある。 

８．疑義が生じた場合は、監督職員と協議するものとする。 
 

第６条 三者会議  
本工事では、森林土木工事の施工段階における三者会議実施要領に基づいた

三者会議の実施を予定していないが、三者会議の実施が必要と判断する受注者
は、発注者と協議するものとする。 
 

第７条 現場環境改善（快適トイレの設置） 
   １．内容 
     受注者は、現場に以下の(１)～(11)の仕様を満たす快適トイレを設置す



ることを原則とする。(12)～(17)については、満たしていればより快適に
使用出来ると思われる項目であり、必須ではない。 

    【快適トイレに求める標準仕様】 
（１） 洋式便座 
（２） 水洗機能（簡易水洗、し尿処理装置付き含む） 
（３） 臭い逆流防止機能（フラッパー機能） 

（必要に応じて消臭剤等活用し臭い対策を取ること） 
（４） 容易に開かない施錠機能（二重ロック等） 

（二重ロックの備えがなくても容易に開かないことを製造者が説明出
来るもの） 

（５） 照明設備（電源がなくても良いもの） 
（６） 衣類掛け等のフック付、又は、荷物置き場設置機能（耐荷重５kg 以

上） 
【快適トイレとして活用するために備える付属品】 

（７） 現場に男女がいる場合に男女別の明確な表示 
（８） 入口の目隠しの設置（男女別トイレ間も含め入口が直接見えないよ

うな配置等） 
（９） サニタリーボックス（女性専用トイレに限る） 
（１０）鏡付きの洗面台 
（１１）便座除菌シート等の衛生用品 

【推奨する仕様、付属品】 
（１２）室内寸法 900×900mm 以上（半畳程度以上） 
（１３）擬音装置 
（１４）フィッティングボード 
（１５）フラッパー機能の多重化 
（１６）窓など室内温度の調整が可能な設備 
（１７）小物置き場等（トイレットペーパー予備置き場） 
 

  ２．設置に要する費用 
 設置に要する費用については、当初は計上していない。 

受注者は、快適トイレの設置にあたっては、上記１の内容を満たすことを
示す書類を添付し、監督職員と協議の上、規格・基数等の詳細について決定
することとし、精算変更時において、支出実態のわかる資料により監督職員
と協議の上、上限 45,000 円／基・月を設計変更の対象とする。 

なお、設計変更数量の上限は、男女別で各１基ずつ２基／工事までとす
る。 

また、運搬費は共通仮設費（率）に含むものとし、２基より多く設置する
場合や積算上限額を超える費用については、別途計上は行わない。 
 

３．その他 
 快適トイレの手配が困難の場合は、監督職員と協議の上、本条項の対象外  
 とする。 
 

第８条 治山工事共通特記仕様書に対する特記事項 
１．「治山工事共通特記仕様書」第７条について、下表に示す規格の建設機械
で設計し 
ている工種については、第２次基準値に適合した排出ガス対策型建設機械を
使用するものとする。（第２次基準値に適合した排出ガス対策型建設機械を
使用できない場合であっても、第２次基準値に適合すると認定を受けた排出
ガス浄化装置を着装した建設機械については、第２次基準値に適合した排出
ガス対策型建設機械と同等とみなす。） 

なお、これにより難い場合は、監督職員と協議するものとする。 



 
表：第２次基準値に適合した排出ガス対策型を使用する建設機械・規格 

・バックホウ 
(1) クローラ型 山積 0.80m3 (平積 0.60m3) 
(2) クローラ型 山積 0.45m3 (平積 0.35m3) 
(3) クローラ型 山積 0.28m3 (平積 0.20m3) 
(4) クローラ型 後方超小旋回型 山積 0.28m3 (平積 0.20m3) 
(5) クローラ型 クレーン機能付 山積 0.28m3 (平積 0.20m3) 吊能力 1.7 t 
(6) クローラ型 クレーン機能付 山積 0.45m3 (平積 0.35m3) 吊能力 2.9 t 
(8) クローラ型 クレーン機能付 山積 0.50m3 (平積 0.40m3) 吊能力 2.9 t 
(9) クローラ型 クレーン機能付 山積 0.80m3 (平積 0.60m3) 吊能力 2.9 t 

・小型バックホウ 
(1) クローラ型 山積 0.13m3 (平積 0.10m3) 
(2) クローラ型 山積 0.11m3 (平積 0.08m3) 

・発動発電機（可搬式） 
  (1) ディーゼルエンジン駆動(8～25、45～200kVA) 
・振動ローラ 
  (1) 搭乗・コンバインド式 3～4t 
 

 

  

第９条 デジタル工事写真の小黒板情報電子化について 
デジタル工事写真の小黒板情報電子化は、受発注者双方の業務効率化を目的

に、被 写体画像の撮影と同時に工事写真における小黒板の記載情報の電子記
入及び工事写真の信憑性確認を行うことにより、現場撮影の省力化、写真整理
の効率化、工事写真の改ざん防止を図るものである。 

     本工事でデジタル工事写真の小黒板情報電子化を行う場合は、工事契約
後、受発注者間協議によりデジタル工事写真の小黒板情報電子化対象工事
（以降、「対象工事」と称する。）とすることができる。対象工事では、以
下の１から４の全てを実施することとする。 

 
１ 対象機器の導入 

      受注者は、デジタル工事写真の小黒板情報電子化の導入に必要な機器・ソ
フトウェア等（以下「使用機器」と称する。）は、森林整備保全事業工事写
真管理基準「２．管理の実施（３）黒板」に示す項目の電子的記入ができる
こと、かつ、信憑性確認（改ざん検知機能）を有するものを使用することと
する。なお、信憑性確認（改ざん検知機能）は、「電子政府における調達の
ために参照すべき暗号のリスト(CRYPTREC 暗号リスト)」（URL
「https://www.cryptrec.go.jp/list.html」）に記載している技術を使用し
ていることとする。また、受注者は監督職員に対し、工事着手前に、使用機
器について提示するものとする。  

      なお、使用機器の事例として、URL
「http://www.cals.jacic.or.jp/CIM/sharing/index.html」記載の「デジタ
ル工事写真の小黒板情報電子化対応ソフトウェア」を参照すること。ただ
し、この使用機器の事例からの選定に限定するものではない。  

 
２ デジタル工事写真における小黒板情報の電子的記入  

      受注者は、同条１の使用機器を用いてデジタル工事写真を撮影する場合
は、被写体と小黒板情報を電子画像として同時に記録してもよい。小黒板情
報の電子的記入を行う項目は、森林整備保全事業工事写真管理基準「２．管
理の実施（３）黒板」による。  

      ただし、対象工事において、高温多湿、粉じん等の現場条件の影響によ



り、対象機器の使用が困難な工種については、使用機器の利用を限定するも
のではない。  

 
３ 小黒板情報の電子的記入の取扱い  

       工事写真の取り扱いは、森林整備保全事業工事写真管理基準に準ずるが、
同条２に示す小黒板情報の電子的記入については、森林整備保全事業工事写
真管理基準「2．管理の実施（６）」で規定されている画像編集には該当し
ない。  

 
４ 小黒板情報の電子的記入を行った写真の納品  

      受注者は、同条２に示す小黒板情報の電子的記入を行った写真（以下、
「小黒板情報電子化写真」と称する。）を、工事完成時に監督職員へ納品す
るものとする。なお、納品時に、受注者は、URL
｢http://www.cals.jacic.or.jp/CIM/sharing/index.html｣のチェックシステ
ム（信憑性チェックツール）又はチェックシステム（信憑性チェックツー
ル）を搭載した写真管理ソフトウェアや工事写真ビューアソフトを用いて、
小黒板情報電子化写真の信憑性確認を行い、その結果を併せて監督職員へ提
出するものとする。 

 
第 10 条 余裕期間について 

受注者は、余裕期間内に資材の工事現場への搬入、仮設物の設置及び工事の
施工等を行ってはならない。 

 
 第 11 条 週休２日の取組（受注者希望方式） 

本工事は、週休２日を促進するため、週休２日に取り組むことを前提として
直接工事費及び間接工事費の一部を補正して実施する試行工事（受注者希望方
式）であり、その実施に当たっては次によるものとする。 

（１） 受注者は、週休２日に取り組む希望がある場合、工事着手前に監督職員と 
  協議し、速やかに協議報告書を取り交わすとともに、施工計画書にその旨を反 
 映させるものとする。 

（２） 週休２日の取組における考え方は、次のとおりである。 
ア 週休２日とは、対象期間内において、４週８休以上の現場閉所を行ったと 

認められる状態をいう。 
イ 対象期間とは、工事着手から工事完成までの期間をいう。なお、対象期間

に年末年始を含む工事では年末年始休暇分として６日間、７月、８月又は９
月を含む工事では夏季休暇分として３日間、工場製作のみを実施している期
間、工事全体を一時中止している期間のほか、発注者があらかじめ対象外と
している内容に該当する期間（受注者の責によらず現場作業を余儀なくされ
る期間など）は含まない。 

ウ 現場閉所とは、巡回パトロールや保守点検等、現場管理上必要な作業を行
う場合を除き、現場事務所での事務作業を含めて１日を通して現場や現場事
務所が閉所された状態をいう。 

エ ４週８休以上とは、対象期間内の現場閉所日数の割合（以下「現場閉所
率」という。）が 28.5％（８日／28 日）以上の水準に達する状態をいう。な
お、降雨、降雪等による予定外の現場閉所日についても、現場閉所日数に含
めるものとする。 

オ 工事着手とは、森林整備保全事業工事標準仕様書（平成 29 年３月 30 日付
け 28 林整計第 380 号林野庁長官通知。以下「標準仕様書」という。）第１編
第１章第１節１－１－１－２(14)に規定する「工事着手」をいう。 

カ 工事完成とは、標準仕様書第１編第１章第１節１－１－１－２(16)に規定
する「工事完成」をいう。 

（３） 対象期間を通じ週休２日（４週６休以上）を実施した場合には、精算時に 



以下の区分に応じて、工事費の補正を行うものとする。 
週休２日補正係数 

区  分 ４週８休 
４週７休以上 
４週８休未満 

４週６休以上 
４週７休未満 

現場閉所率 
28.5％（8 日/25

日）以上 

25.0％（7 日/28
日） 

以上 28.5％未満 

21.4％（6 日/28
日） 

以上 25.0％未満 

労務単価 1.05 1.03 1.01 

機械経費（賃料） 1.04 1.03 1.01 

共通仮設費率 1.04 1.03 1.02 

現場管理費率 1.06 1.04 1.03 

 ※労務単価、機械経費（賃料）が明らかとなっていない見積、市場単価等は、補正 
   対象とはしない。 

（４） 週休２日の取組状況を確認するため、受注者は、対象期間内に係る毎月分 
の休日取得計画（実績）書を作成し、休日取得計画書（別紙１）にあっては 
当該作業計画月の前月末（初回月分は工事着手日前）までに、休日取得実績 
書（別紙２）にあっては当該作業 
実施月の翌月初め（最終月分は工事完成後）速やかに監督職員へ提出する。 

（５） 森林土木工事における週休２日の取組について周知を図るため、受注者 
は、工事現場又はその周辺の一般通行人等が見やすい場所に、「週休２日促 
進試行工事」である旨を 標示板に掲示する。 

（６） 週休２日の取組状況について、他の模範となるような働き方改革に係る取 
組や現場閉所の達成状況に応じ、林野庁工事成績評定要領（平成 10 年３月 31 
日付け 10 林野管第 31 号林野庁長官通知）に基づく工事成績評定において、 
プラス評価を行う。なお、現場閉所が４週８休に満たない場合にマイナス評 
価は行わない。 

（７） 受注者は、発注者が今後の工事発注の参考とするために取り組む別紙３の 
アンケートについて記入し、工事完成通知後 14 日以内に発注者へ提出するよ 
う協力するものとする。 

（８） 工事完成後、４週６休以上の現場閉所を達成したことを確認した場合、発 
注者は「森林土木工事における週休２日の取組実績証明書」を発行する。 

 
第 12 条 施工計画書の作成 
     受注者は、技術提案書を施工計画書に添付しないものとする。 
 
第 13 条 森林整備保全事業工事仕様書に対する特記事項 

「森林整備保全事業工事標準仕様書」に対する特記事項は次のとおりとする。 
章 節 条 項 目 特  記  事  項 
１ 
 
 
 
 

２ 
 
 
 
 

１ 
 
 
 
 

８ 
 

 
 
 

１０３ 
 
 
 
 

２２０ 
 
 
 
 

工  事 
現場管理 

 
 
 

木  材 
 
 
 
 

 工事表示板又は工事を周知する掲示物には
「間伐材、合法材利用促進工事」である旨を
明記すること。なお記載内容の詳細について
は、監督職員の指示によること。 
 

当該工事の施工に係る木材については、次
によるものとする。 
① 間伐材または合法性・持続可能性が証明さ

れた木材を利用すること。 
② 前記①のうち、間伐材又は合法性・持続可



 
 
 

１２ 

 
 
 

１ 

 
 
 

１２０
１ 

 
 
 

一 般 

能性が証明された木材である場合は、証明
書を監督職員に提出し、確認を受けるこ
と。 

 
仮設工において木材の利用（丸太製排水溝や
木柵工等）や支障木を有効に活用すること。 
 

 


